
資料Ⅱ（各サービス共通） 

８．医師、歯科医師、看護師等の免許を 

有さない者による「医業」について 

 



 

介護現場における医行為について 

 

本来、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による「医業」については、医師法

第１７条、歯科医師法第１７条、保健師助産師看護師法第３１条、その他関係法規によって

禁止されています。 

ある行為が「医業」における「医行為」か否かについては、個々の行為の様態に応じ個別

具体的に判断する必要がありますが、医療・介護サービスの提供の在り方が変化している近

年において、介護の現場では、「医行為」の判断に疑義が生じる場合があります。 

 

 「原則として医行為ではない行為」について、介護職員が当該行為を安全に行うため、一

般的な当該行為の実施方法や求められる対応の仕方について記載した「原則として医行為で

はない行為に関するガイドライン」（厚生労働省 令和６年度老人保健健康増進等事業）が策

定されたため、この機会に必ず確認してください。 

 

 

＜参考 URL＞ 

・厚生労働省 「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」及び「医師法第 17 

条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈につい

て」等 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikats

uhogo/gensoku_ikoui.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/gensoku_ikoui.html


○医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通

知)

(平成17年7月26日)

(医政発第0726005号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁

止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術

をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)

を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必

要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機

器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の

現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医

行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。

このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じること

の多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医

師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされ

たい。

なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等におい

て安全に行われるべきものであることを申し添える。

(別紙)

1　水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳

道で体温を測定すること

2　自動血圧測定器により血圧を測定すること

3　新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定する

ため、パルスオキシメータを装着すること

4　軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をする

こと(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)

5　患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、こ

れらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えてい

る場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬

袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤

師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具

体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点

眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜へ

の薬剤噴霧を介助すること。

①　患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

②　副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過

観察が必要である場合ではないこと

③　内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医

薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

注1　以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師

看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。

①　爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の

疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリ

でやすりがけすること

②　重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒

又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔に

すること

③　耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)



④　ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替え

を除く。)

⑤　自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと

⑥　市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること

※　挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50％、成人用の場

合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳か

ら6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

注2　上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医

師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと

考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合に

は、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス

担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうし

た専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の

急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必

要な措置を速やかに講じる必要がある。

また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医

学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定さ

れた場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。

注3　上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師

法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと

考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行わ

れることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性

を否定するものではない。

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう

監督することが求められる。

注4　今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関する

ものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任

は別途判断されるべきものである。

注5　上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられて

いる場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について

報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記5に掲げる医薬品の使用の介

助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望まし

く、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。

注6　上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものでは

ない。



○医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その

2)〔保健師助産師看護師法〕

(令和4年12月1日)

(医政発1201第4号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁

止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術

をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)

を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必

要があるが、介護現場等において医行為であるか否かについて判断に疑義が生じることの多い行

為であって原則として医行為でないと考えられるもの等については、これまで、「医師法第17

条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26

日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知。以下「平成17年通知」という。)等において

お示ししてきたところである。

今般、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、平成17年通知に記載のない行為

のうち、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為ではないと考えら

れる行為を整理し、周知した上で、介護職員がそれらの行為を安心して行えるよう、ケアの提供

体制について本人、家族、介護職員、看護職員、主治医等が事前に合意するプロセスを明らかに

することとされた。

これを踏まえ、医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、

原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や

家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとおり列挙したので、医

師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提

供体制について検討する際の参考とされたい。

なお、本通知については、厚生労働省社会・援護局及び老健局と調整済みである。また、当然

のこととして、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安全に行われ

るべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医師、歯科医師又は

看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研修を行うこと

が適当であることを申し添える。

(別紙)

(在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係)

1　在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、あらかじめ医師から指示さ

れたタイミングでの実施の声かけ、見守り、未使用の注射器等の患者への手渡し、使い終わっ

た注射器の片付け(注射器の針を抜き、処分する行為を除く。)及び記録を行うこと。

2　在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が血糖測定及び血糖値

の確認を行った後に、介護職員が、当該血糖値があらかじめ医師から指示されたインスリン注

射を実施する血糖値の範囲と合致しているかを確認すること。

3　在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、患者が準備したインスリン

注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指示されたインスリンの単位数と合っているかを読み

取ること。

(血糖測定関係)

4　患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の読み取りといった、血糖値

の確認を行うこと。

(経管栄養関係)

5　皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管理を必要としない患者につ

いて、既に患者の身体に留置されている経鼻胃管栄養チューブを留めているテープが外れた場

合や、汚染した場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。

6　経管栄養の準備(栄養等を注入する行為を除く。)及び片付け(栄養等の注入を停止する行為を

除く。)を行うこと。なお、以下の3点については医師又は看護職員が行うこと。



①　鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが胃に挿入されているかを

確認すること。

②　胃ろう・腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう・腸ろうの状態に問題が

ないことを確認すること。

③　胃・腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃や腸の状態を確認し、注

入内容と量を予定通りとするかどうかを判断すること。

(喀痰吸引関係)

7　吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チューブ内を洗浄する目的で使

用する水の補充を行うこと。

(在宅酸素療法関係)

8　在宅酸素療法を実施しており、患者が援助を必要としている場合であって、患者が酸素マスク

や経鼻カニューレを装着していない状況下における、あらかじめ医師から指示された酸素流量

の設定、酸素を流入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニューレの装着等の準備

や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始(流入が開始している酸素マスク

や経鼻カニューレの装着を含む。)や停止(吸入中の酸素マスクや経鼻カニューレの除去を含

む。)は医師、看護職員又は患者本人が行うこと。

9　在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留水を交換する、機器の拭き

取りを行う等の機械の使用に係る環境の整備を行うこと。

10　在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師又は看護職員の立会いの

下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。

(膀胱留置カテーテル関係)

11　膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄(DIBキャップの開閉を含む。)を行うこと。

12　膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこと。

13　膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテープが外れた場合に、あら

かじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。

14　専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、膀胱留置カテーテルを

挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。

(服薬等介助関係)

15　患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これ

らの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族等に伝えている

場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋

等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の

服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的に

は、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液の塗布(褥瘡の処置を除く。)、吸入薬の吸

入及び分包された液剤の内服を介助すること。

①　患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

②　副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過

観察が必要である場合ではないこと

③　内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的

な配慮が必要な場合ではないこと

(血圧等測定関係)

16　新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するた

め、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。

17　半自動血圧測定器(ポンプ式を含む。)を用いて血圧を測定すること。

(食事介助関係)

18　食事(とろみ食を含む。)の介助を行うこと。

(その他関係)

19　有床義歯(入れ歯)の着脱及び洗浄を行うこと。

注1　在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや経鼻カニューレがずれ、次

のいずれかに該当する患者が一時的に酸素から離脱(流入量の減少を含む。)したことが見込ま

れる場合に、当該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すことも、原則として、医師法

第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないも

のであると考えられる。



・　肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難である患者

・　睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻すことが困難であ

る患者

注2　前記1から19まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法

第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられ

るものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為で

あるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催

時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要

な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必

要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要

がある。

また、前記1から4までに掲げる行為については、患者の血糖値や食事摂取量等が不安定でな

いことが必要である。

さらに、前記2、4、16及び17に掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医

学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場

合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。

注3　前記1から19まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第

17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられ

るものであるが、その実施に当たっては、当然ながら患者本人や家族に対して分かりやすく、

適切な説明を行うとともに、介護職員等の実施する行為について患者本人や家族が相談を行う

ことができる環境作りに努めることが望ましい。また、必要に応じて、注2のサービス担当者会

議の開催時等に医師、歯科医師又は看護職員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受け

る、ケアの実施後に医師、歯科医師又は看護職員に報告を行う等して適切に連携することが望

ましい。

注4　前記1から19まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第

17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられ

るものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望

ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するもので

はない。

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督す

ることが求められる。

注5　今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するもの

であり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判

断されるべきものである。

注6　前記1から19まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている

場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相

談することにより密接な連携を図るべきである。前記15に掲げる服薬等の介助が福祉施設等に

おいて行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置があ

る場合には、その指導の下で実施されるべきである。


